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 海老坂トンネルは、国道303号高島市今津町内で実施している道路改良事業の延長4.1kmのう

ち294mの山岳トンネルである。 

 本論文は、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行（2010年4月）」により「自然由来

の有害物質が含まれる土壌」についても「法の対象」として取り扱われることになったため、

土壌汚染対策法の基準値を超える自然由来の砒素が含まれているトンネル掘削土を同一工区内

の道路管理用地内で「管理盛土と水質モニタリング」により対策した事例を紹介するものであ

る。 
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１． はじめに 

 
 本トンネルは国道303号の道路改良区間（4.1km）の内、

Ｄ工区に位置する延長294mの山岳トンネルである。 

図-1に事業全体の計画図を示す。 

Ｂ、Ｃ、Ｄ工区の両側には陸上自衛隊饗庭野演習場が

広がり、改良区間に沿って流れる一級河川石田川は水質

類型指定ＡＡとなっており、付近は鮎の漁場となってい

る。 

トンネル本体工事は2013年4月に掘削を開始し、2013

年10月に貫通した。現在、トンネルを含むＤ工区の約

700mで2015年3月（平成26年度末）の供用開始を目標に事

業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 計画平面図 

 

２． 背景、対策手法 

 
(1)土壌汚染対策法 

近年、土壌汚染問題や地下水汚染問題が顕在化してお

り「土壌汚染対策法」（以下土対法）が2003年2月に施

行された。これによると「自然由来の有害物質が含まれ

る土壌は土対法の対象外」とされていたが、2010年4月

に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律（以下「改正

土対法」）が施行されたことで「法の対象」となった。

また、一定規模以上(3,000m2)の土地の形質を変更しよ

うとする場合には、法第4条第1項により都道府県知事あ

てに「土地の形質変更の届出」が義務付けられた。 

本道路改良事業では近々に現場着手するＢ、Ｃ、Ｄ工

区区間(L=2.54km)における土地の形質変更の面積が約

43,000m2であったので、土対法第4条に基づく土地の形

質変更の届出を行ったが、調査命令は発出されなかった。 

 土対法の目的は、土壌に含まれる有害な物質の存在状

況を適切に把握し、それが人の体に摂取される経路（曝

露経路）を遮断することにより、健康被害を防止するこ

とである。改正土対法ではこれに加え、有害物質を含む

土壌の不用意な移動自体を防止するという観点が加わっ

ている。法に基づく調査や措置の必要がない土壌に関し

ても、その状態を適切に把握し、適切な管理が及ぶ状態

で処理・流用を行いつつ、曝露経路を遮断することが、

法の趣旨の観点から望まれる対策といえる。 

本事業においては、土対法に基づく調査命令がないた
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め、法に基づく調査や措置の義務はないが、公共事業と

しての性質を考慮し、上記の法の趣旨にかなった技術的

に適切かつ合理的な対策を行うこととした。 

 

(2)対応マニュアル 

従来の建設工事では、自然由来の重金属等が含まれる

岩石や土壌が発見された場合、必要に応じて発注者が技

術委員会などを立ち上げるなどして、個別に対策が講じ

られてきた。 

国土交通省では所管する建設工事における自然由来の

重金属等を含有する岩石・土壌の取扱いの参考となる

「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌へ

の対応マニュアル（暫定版）2011年3月」(以下「自然由

来マニュアル」)を作成されており、今回の対策もこれ

を参考にすることとし、適宜、学識経験者の助言をいた

だきながら対策を進めた。 

 

 

３． 事前調査 

 

(1)自然由来重金属について 

 2010年にトンネルを設計するための土質調査（ボーリ

ング調査、標準貫入試験、弾性波探査等）を実施した際、

土対法が改正された時期と重なったこともあり、トンネ

ル掘削土に自然由来重金属が含まれている可能性を確認

する目的で自主的に調査を行った。 

自然由来マニュアルの自然由来重金属に関する調査お

よび試験の流れを図-2に示す。試料採取の選定は重金属

を含む可能性がある熱水変質部、マンガン鉱床部とし、

ボーリングの6試料で試験を行った。 

重金属等溶出試験の結果を表-1、表-2に示す。スクリ

ーニング試験（全含有量試験）では6試料のうち4試料で

スクリーニング試験の基準値を超過した。対象項目はク

ロム、鉛、砒素であった。この4試料を用いて短期溶出

試験を実施したところ1試料において砒素およびその化

合物が0.017mg/Lという結果で、土対法の指定基準値の

0.01mg/Lを若干超える程度であった。 

 
図-2 自然由来金属に関する調査および試験の流れ 

表-1 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ試験結果（蛍光X線分析、定量分析） 

 

 

表-2 短期溶出試験結果 

 

 

 

４． トンネル掘削土・要対策ずり等の判定方法 

 

トンネル掘削区間にある岩は一定の頻度で施工中の判

定試験を行い、土対法の指定基準値を超過する場合に

「要対策ずり等」として取扱い、指定基準値以下であっ

た場合に一般土とすることにした。 

 

(1)試験の頻度 

(社)土壌環境センターの「埋戻し土壌の品質管理指

針：自然地盤の土壌(2012年4月6日改訂)」等を参考に、

おおむね900m3毎に1回の試験をすることとした。 

 トンネル1mあたりの掘削土量は約50m3であるから、

900m3/50m3=18m程度の割合とした。 

 

(2)試験の項目・方法 

 事前調査結果および学識経験者の助言をふまえ、「酸

性化可能性」および「砒素溶出量」の2項目とした。 

 判定時に実施する具体的な試験項目、方法を表-3に示

す。 

 

表-3 判定試験の項目・方法

 

 

(3)判定基準 

 試験結果の評価基準を表-4に示す。酸性化可能性試



験でpHが3.5以下、溶出試験で砒素が0.01mg/Lを超過す

るずり等に関して「要対策ずり等」として取り扱うこ

ととした。判定のフローを図-3に示す。 

 

表-4 判定試験の評価基準 

 

 

 

図-3 砒素溶出量に関する「要対策ずり等」判定の流れ 

 

(4)判定試験結果 

砒素の溶出試験結果を表-5に示す。掘削発生ずり

14,233m3のうちおよそ半分の7,320m3が、「砒素及びそ

の化合物」の溶出量について、土対法の基準値を超過

する状況が確認された。(黄着色部) 

 ただし、土対法の対象となる土壌は破砕することな

く、自然状態において2㎜目のふるいを通過させ得た土

壌としている。今回の結果は「岩石ずり」の試験結果

であるため、直ちに法の「基準不適合土壌」として扱

いがあるとは限らない。 

 しかし、これらの岩石ずりは破砕・風化が進行した

チャートであり2㎜以下の土砂状に砕けやすい性質があ    

る。これらは流用先で「砒素汚染土壌」とみなされる

可能性があるため「要対策ずり等」として取り扱うこ

ととした。 

 

表-5 要対策ずりの判定試験結果 

 

 

５． 対策工法の検討 

(1)基本的な考え方 

砒素溶出リスクに関する「要対策ずり等」の処理は、

以下の基本的考え方で処理することとした。 

〇一連の道路事業用地内で「管理盛土」として、位置

範囲を明確にして管理することを基本とする。 

▲場外管理型処分は、運搬・処理を含め、総体的な環

境負荷とコストが大きくなるため、処理対象量が少な

い場合に限り必要に応じて検討する。 

▲原位置処理は一部溶出濃度が極端に高い場合などに

限り、必要に応じて検討する。 

〇汚染拡散による人の健康被害のおそれの評価（地下

水等への拡散リスクの監視等）を管理する。 

管理盛土の構造は、自然由来マニュアルにより対応

可能な構造の比較検討により砒素溶出量、環境性能・

信頼性・コスト・施工性・維持管理の観点から吸着層

工法が最適と判断した。表-6に比較検討を示す。 

 

表-6 管理盛土構造の比較検討(B工区) 

 



(2)吸着層盛土の設計 

管理盛土の吸着層は、「吸着層工法設計マニュアル」

(北海道環境保全技術協会技術レポートNO.6、2012年6

月)(以下「吸着層マニュアル」)の示されている方法を

参考に設計を行った。その手順は以下の通りである。 

①封じ込め対象のずり等について、吸着層マニュアルに

示された「繰り返し溶出試験」を行い、砒素の「溶出

総量」を求める。 

②上記溶出総量に盛土高さを乗じて、その底面に設置す

る吸着層の単位面積当たり必要となる砒素の吸着容量

を算出する。 

③単位面積当たりの必要砒素吸着容量を吸着層の厚さで

割り、必要な吸着材の配合量を算出する。 

④③に関しては施工品質確保の観点から、吸着層の厚さ

は0.3m以上、吸着材の配合比率は30kg/m3以上必要と判

断される。また一般的な吸着材製品の砒素吸着量は

0.75g/kgである。 

本設計では①の結果、砒素溶出総量が0.017～

0.026mg/Lと小さかったため、設計安全率を見込んでも、

30kg/m3(9㎏/m2)の割合で吸着材を母材に添加した吸着層

を0.3mの厚さで形成した。 

なお、吸着層の母材には、盛土箇所付近で発生した現

場発生土(砂礫を主体とする氾濫原堆積物および段丘堆

積物)のうち、細粒なものを使用することにより、適度

な滞留時間(透水係数で1×10＾-3～10＾-6cm/秒)が確保

できると判断した。トンネル掘削ずりの透水係数はこれ

より高い(1.8×10＾-3cm/秒以上)と想定されたため、母

材としては使用していない。 

 

(3)吸着層盛土の構造、施工方法 

 同一道路事業区域内(Ｂ工区)で、要対策ずり等を効率

的に処理できる盛土箇所として、経済性、維持管理性を

考慮し、盛土高が大きく管理面積が小さくなる盛土箇所

を吸着層管理盛土箇所として選定した。図-4に吸着層の

盛土構造、写真-1に施工フローを示す。 

 

 

 

 

 

図-4 吸着層盛土の構造 

 

 

写真-１ 吸着層施工フロー 

 

(4)吸着層の品質管理 

 吸着層マニュアルでは、1,000m2毎の試験頻度で品質

管理を行うこととされている。本管理盛土の面積は

2,200m2であるため、3つのエリアに区分して、試料採

取・分析を行った。 

 試料は各エリア毎に施工前の母材を1検体、施工後の

吸着層試料5検体をそれぞれ採取した。 

 吸着性能試験に使用する砒素模擬汚染液の濃度は、吸

着材含有量および設計砒素吸着量により1.3mg/Lで調製

平面図 

縦断図 

横断図 

①割り付け 

②敷均し 

③敷均し完了 
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⑦転圧 

⑧ｼｰﾄ養生 



した。 

 試験の手順は、以下の通りである。 

①砒素含有模擬液1Lに吸着層試料100gを添加し、振とう

させる。 

②振とうにより得られた試料液の上澄み液をろ過してろ

液を取り、これを吸着試験検液とする。 

③検液のpHと砒素濃度をJIS K0102に定められた方法に

より測定する。 

検液および模擬汚染液の分析結果を、表-7、図-5に示

す。模擬汚染液(1.3mg/L)の砒素濃度から検液の濃度を

差し引くことで施工後吸着層の砒素吸着性能を評価する。

母材(1～3)より施工後の吸着層試料(4～18)の方が砒素

吸着量が大きい。吸着層試料については模擬汚染液を環

境基準値以下まで低下させており、吸着性能のばらつき

も1割以下に収まり、十分な混合精度が得られていると

判断できる。 

 

表-7 吸着試験結果 

 

 

 

 

図-5 各サンプル100ｇあたりの砒素吸着量 

 

６．周辺水質モニタリング 

 

管理盛土による砒素等の表流水・地下水を介した拡散

防止効果の継続確認(地下水等を介した拡散による人の

健康被害のおそれの評価)を目的として、周辺水質等モ

ニタリングを継続して行っている。その内容を以下に示

す。 

 

(1) 目的・位置づけ 

管理盛土施工中および施工後の管理として周辺公共用

水域への影響評価、石田川本流への影響評価を行い、リ

スク評価結果の検証を目的として、新たな対応の必要性

が生じた場合には適切な対応を行うものとする。 

 

(2) 試験項目、頻度、期間 

【試験項目および管理基準】 

○砒素は0.01mg/L以下 

（水質汚濁に係る環境基準のうち「人の健康の保護に関

する環境基準」） 

○pH と SS は下表（水質汚濁に係る環境基準のうち「生

活環境の保全に関する環境基準」） 石田川は水質類

型指定AA 

 

なお上記管理基準は、基本的に石田川の本流地点に対

して適用する。(その他の地点に関しては、そのまま基

準を適用するのではなく、石田川本流地点における異状

があった場合の因果関係を把握するために、変動状況を

把握するための目安としての値と位置づける。) 

 

【試験頻度および期間】 

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイ

ドライン（改訂第 2 版）」（2012 年 8 月、環境省水・

大気環境局土壌環境課）に定められた、法に基づく措置

としての「地下水の水質の監視」に準じて、以下の通り

とする。 

・頻度：施工着手前（1 回以上）および施工完了後 1 年

間以上、年 4回（毎年度 5月、8月、11月、2月）以

上を原則とするものとする。 

・継続期間：当面は施工の完了後 2 年間とし、2 年の間

に異状が確認された場合は、継続の要否を別途検討す

る。 

 

(3)モニタリング位置 

水質モニタリング箇所を図-6に示す。 

吸着層盛土の施工前に盛土箇所の上下流に地下水観測

孔を設置し、盛土湧水排水および放流先の石田川上下流

と合わせ、盛土施工前、施工後の水質監視を行っている。 

母材 



 

図－6 B工区モニタリング位置 

 

(4)モニタリング結果(継続中) 

表-8に2014年8月時点までのモニタリング結果を示

す。 

 

表-8 モニタリング結果 

 

 

 

 

 

 

現在のところ砒素はモニタリング箇所において基準値

以下であり、石田川地点におけるpH、SS値も基準値内で

ある。 

 水質モニタリングは施工完了後2年間とし、2015年12

月頃まで継続して監視を行う。 

 

 

７．おわりに 

 

 海老坂トンネルの掘削土のうち「要対策ずり等」につ

いては、国道303号道路改良事業の同一区間内で道路盛

土により対策を行うことができた。今後は管理盛土を道

路管理者として管理し、水質等モニタリングによる監視

を2年間は継続する予定である。 

今後の道路改良等の工事、特に長大トンネルを計画す

る際等には、土壌汚染対策法をはじめとする関連法令上

の取扱い・位置づけを明確にした上で対策手法（特にコ

スト面）を検討する必要がある。そのためには環境部局

との情報共有も重要になると考えられる。 

 また現在、公共工事における発生土砂等は工事間流用

を行うことが原則である。土砂の工事間流用により万が

一、搬出先で予期せぬ「土壌汚染」の問題が生じた場合、

発生源の工事にも影響が及ぶこととないうる。発生源

側・受入側双方で、この点を念頭におきながら各種事業

に携わっていく必要があると考えられる。 
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